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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘着材（２ｄ）を備えた医用機器（２ａ、２ｂ、２ｃ）を人体または畜体の皮膚表面に
手作業で貼着するために用いるアダプタ・デバイス（１）において、
　該アダプタ・デバイス（１）は、初期状態において前記医用機器と組合わされて１つの
ユニットを構成し、グリップ部（１ａ）を備えるとともに前記医用機器の装着部分（２ａ
）と揺動部分（２ｂ）との間に介装された揺動機構（２ｃ）を備え、前記装着部分（２ａ
）及び前記揺動部分（２ｂ）が前記皮膚表面に前記医用機器を付着せしめるために該医用
機器の下面に粘着表面を有しており、前記揺動機構（２ｃ）は、前記装着部分（２ａ）を
皮膚表面（３）に貼着する際に、揺動変位した状態にあることによって、前記揺動部分（
２ｂ）と皮膚表面との間の粘着接触が防止される角度まで前記揺動部分（２ｂ）が揺動変
位することを許容することを特徴とするアダプタ・デバイス（１）。
【請求項２】
　前記揺動機構（２ｃ）は、少なくとも１つの固定手段（１ｂ）と協働するようにしてあ
り、該固定手段は、固定状態が解除された後揺動変位した位置から供用時の位置へ前記揺
動部分（２ｂ）が折り畳まれるようにしたことを特徴とする請求項１記載のアダプタ・デ
バイス（１）。
【請求項３】
　前記揺動機構（２ｃ）はヒンジとして構成されており、該ヒンジは、ロック位置を有し
、固定手段（１ｂ）を構成していることを特徴とする請求項２記載のアダプタ・デバイス
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（１）。
【請求項４】
　前記固定手段（１ｂ）は破断予定箇所を有しており、該破断予定箇所は、前記揺動機構
（２ｃ）に作用するトルクが限度を超えたならば破断することによって、固定されていた
揺動変位した位置から供用時の位置へ前記揺動部分が揺動することを許容するものである
ことを特徴とする請求項２または３記載のアダプタ・デバイス（１）。
【請求項５】
　前記固定手段（１ｂ）は破断予定箇所を有しており、該破断予定箇所は、該破断予定箇
所に作用する破断力が限度を超えたならば破断することによって、固定されていた揺動変
位した位置から供用時の位置へ前記揺動部分が揺動することを許容するものであることを
特徴とする請求項２記載のアダプタ・デバイス（１）。
【請求項６】
　前記固定手段（１ｂ）は除去可能な部材片により構成されており、該部材片は、該部材
片が除去されることによって、固定されていた揺動変位した位置から供用時の位置へ前記
揺動部分（２ｂ）が揺動することを許容するものであることを特徴とする請求項２記載の
アダプタ・デバイス（１）。
【請求項７】
　前記固定手段（１ｂ）は初期状態において圧入嵌合によって前記医用機器（２ａ、２ｂ
、２ｃ）に接続されていることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項記載のアダプタ
・デバイス（１）。
【請求項８】
　前記医用機器（２ａ、２ｂ、２ｃ）を皮膚表面に止着する処置が完了した後に、該医用
機器から前記アダプタ・デバイス（１）の少なくとも一部を除去可能にしてあることを特
徴とする請求項１乃至７の何れか１項記載のアダプタ・デバイス（１）。
【請求項９】
　前記医用機器を皮膚表面に止着する処置が完了した後に、該医用機器から前記グリップ
部（１ａ）を除去可能にしてあることを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項記載のア
ダプタ・デバイス（１）。
【請求項１０】
　前記医用機器は撓み強度が小さい場合、前記揺動機構（２ｃ）は前記アダプタ・デバイ
スに組込まれていることを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項記載のアダプタ・デバ
イス（１）。
【請求項１１】
　前記揺動機構（２ｂ）は、前記医用機器に組込まれていることを特徴とする請求項１乃
至９の何れか１項記載のアダプタ・デバイス（１）。
【請求項１２】
　前記粘着材（２ｄ）は、前記医用機器の下面に貼着され、前記装着部分（２ａ）と前記
揺動部分（２ｂ）とで、互いに分離した個別の粘着材片とされていることを特徴とする請
求項１乃至１１の何れか１項記載のアダプタ・デバイス（１）。
【請求項１３】
　前記粘着材（２ｄ）は、前記医用機器の下面に貼着され、前記装着部分（２ａ）と前記
揺動部分（２ｂ）とで、連続した１枚の粘着材片を形成していることを特徴とする請求項
１乃至１２の何れか１項記載のアダプタ・デバイス（１）。
【請求項１４】
　前記医用機器（２ａ、２ｂ、２ｃ）は、生体に止着可能な、液体医薬品投与に用いられ
る投薬デバイスであることを特徴とする請求項１乃至１３の何れか１項記載のアダプタ・
デバイス（１）。
【請求項１５】
　前記医用機器は、人体に止着可能なインシュリン・ポンプであることを特徴とする請求
項１乃至１４の何れか１項記載のアダプタ・デバイス（１）。
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【請求項１６】
　前記医用機器は、皮膚表面に止着可能な、少なくとも１つの物理条件を測定するための
少なくとも１つのセンサを備えたデバイスであることを特徴とする請求項１乃至１５の何
れか１項記載のアダプタ・デバイス（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粘着材を備えたポータブル医用機器を人体または畜体の皮膚表面に手作業で
貼着する際に、その医用機器を、確実に、人間工学的に優れた方式で、そして、高い位置
精度をもって貼着できるようにするための、アダプタ・デバイス即ち補助デバイスに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロエレクトロニクス及びマイクロメカニクスの技術が進歩した結果、より一層小
型で、そのためより一層軽量の、ポータブル医用機器が製造できるようになった。更にそ
れによって、ポータブル医用機器を人体または畜体の皮膚表面に直接止着することも可能
になり、そうすることで、装用感がより良好となり、より邪魔にならずに済むという利点
が得られるようになった。
【０００３】
　皮膚表面に直接止着することによって、邪魔にならず快適に装用できるようにしたポー
タブル医用機器の１つに、医薬品注入器があり、これは例えば、糖尿病患者の治療などに
使用されている。この種の、身体に直接止着して装用する医薬品注入器は、理想的には、
身体に貼着した状態を４～５日間に亘って継続することができ、また、防水性を備えたも
のであることが望まれる。更に、このような医薬品注入器は、患者自身の手で交換を行う
ことができ、カニューラ穿刺部位の位置変更も行えるものであることが望まれる。
【０００４】
　皮膚表面に止着可能な従来公知のその他の医用機器としては、人体内の血糖値を連続的
に記録するものがある。体表面に留置するハウジング部分に、ブドウ糖濃度測定センサを
取付けてあり、このブドウ糖濃度測定センサを皮下穿刺によって生体組織内へ導入し、血
糖値を測定するようにしたものである。
【０００５】
　以上のような医用機器を皮膚表面に止着するに際して、確実な止着状態が得られ、良好
な装用感が得られ、そして、高い位置精度で定位し得るようにするには、幾つもの基本的
な要求条件を満足する必要がある。
【０００６】
　皮膚表面に止着するについては、その医用機器の使用期間が終了するまでの間、身体と
その医用機器とがしっかりと接続された状態が維持されなければならない。それ自体が粘
着性を有するプラスター剤を使用することにより、医用機器を皮膚表面に定位しておく期
間の終了時まで、十分な粘着状態を維持することができるが、ただしそのためには、最初
にその医用機器の粘着面を皮膚表面に接続するときに、十分に大きな面圧をもってその粘
着面を皮膚表面に押し付ける必要がある。そのためには、医用機器を皮膚表面に装着する
処置を実行する際に、その医用機器を容易に取り扱えるということが、絶対的に重要であ
る。しかしながら、小型の医用機器の場合には、この要求条件を満足することはしばしば
困難である。
【０００７】
　また、確実な止着状態や良好な装用感が得られるようにするためには、衣服の接触や重
力の影響などによって発生する、医用機器を回転させようとするモーメントが、できるだ
け小さくなるようにする必要がある。この要求条件は、医用機器の構造をできるだけ高さ
寸法の小さな構造とすることによって満足される。しかしながら、そのような構造にした
場合には、その医用機器を皮膚表面に貼着する際に、手でしっかりグリップすることがで
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きないという不都合を生じる。一方、人間工学的に優れた形状のグリップ手段を装備する
ことによって、皮膚表面に貼着する処置を実行する際に、その医用機器を確実に取り扱う
ことが可能になるが、その替わりに、その医用機器の使用中に、不便な思いをしなければ
ならなくなる。
【０００８】
　皮膚表面に止着して用いる医用機器が、例えばインシュリン・ポンプである場合には、
それを板状の形状の機器として構成すると、皮膚表面に貼着する処置を実行する際に、目
視して確認しながら穿刺せねばならない穿刺カニューラ及びセンサが、非常に見づらくな
る。そのため、そのインシュリン・ポンプを、高い位置精度をもって確実に皮膚表面に止
着することが困難になり、場合によっては不可能になることすらある。
【０００９】
　従来より、ユニット型の構造として、体表面に止着して使用するようにした様々な医薬
品注入ポンプが公知となっている。そのような、ユニット型の構造の医薬品注入ポンプの
具体例としては、例えば、ドイツ特許ＤＥ　１９８　２１　７２３　Ｃ２号公報に記載さ
れているものがある。
【００１０】
　更に、従来より、医用機器と皮膚表面との間に介装して用いる、粘着材を備えた貼着デ
バイス、即ちアダプタ・デバイスとして、様々な構成のものが開示されている。例えば、
ＰＣＴ特許出願公開ＷＯ／２００４／０６０４３６　Ａ２号公報には、ディスポーザブル
型の医薬品注入ポンプを皮膚表面に貼着するためのアダプタ・プレートが示されており、
このアダプタ・プレートは、その粘着面を様々な構成となし得るものである。また、アメ
リカ特許出願公開ＵＳ　２００４／０１１６８６６　Ａ１号公報には、人体または畜体に
粘着材を介して止着できるようにした医薬品注入ポンプが記載されており、この医薬品注
入ポンプは、様々な荷重の存在下で圧入状態を最適化できるようにしたものである。注入
部位の近傍領域に、粘着特性及び粘着強度の異なる複数の粘着材片を備えるということが
開示されている。
【特許文献１】ドイツ特許ＤＥ　１９８　２１　７２３　Ｃ２号公報
【特許文献２】ＰＣＴ特許出願公開ＷＯ／２００４／０６０４３６　Ａ２号公報
【特許文献３】アメリカ特許出願公開ＵＳ　２００４／０１１６８６６　Ａ１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、人体または畜体の皮膚表面に止着して用いる医用機器を手作業で貼着
する際に、アダプタ・デバイスを介して貼着することにより、確実に、人間工学的に優れ
た方式で、そして、高い位置精度をもって貼着できるようにすることにある。この目的は
請求項１に記載したアダプタ・デバイスによって達成される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　初期状態では、このアダプタ・デバイスは医用機器に固定接続されており、また、人間
工学的に優れた形状のグリップ部を備えている。このグリップ部によって、ユーザは、小
型の医用機器を手で確実にグリップして、しっかりと保持することができる。このアダプ
タ・デバイスと医用機器との間の固定接続は、圧入嵌合によるものとしてもよく、同形嵌
合によるものとしてもよい。また、ここでいう初期状態とは、医用機器を皮膚表面に貼着
しようとするときの状態であり、この初期状態にあるときには、固定手段によって、揺動
部分が装着部分に対して所定の角度をなした状態に固定されている。
【００１３】
　また、揺動機構が、アダプタ・デバイス及びそれに固定接続された医用機器の、装着部
分と揺動部分との間に介装されている。ここでいう装着部分とは、最初に皮膚表面に貼着
されて止着される部分である。初期状態においては、揺動部分が基礎平面に対して所定の
角度をなして立ち上がっており、それによって、この揺動部分の粘着性を有する下面が、
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皮膚表面に接触しないようになっている。装着部分と揺動部分との間に介装されている揺
動機構は、揺動部分が、揺動変位した位置から供用時の位置へ移動することを許容する。
供用時の状態では、装着部分と揺動部部との両方が体表面上にあって、略々同一平面上に
位置しており、そして、粘着面による接続によって医用機器が確実に皮膚表面に装着され
ている。
【００１４】
　本発明の以上の実施の形態は、医用機器が、ある程度の変形可能性を備えていることを
前提としている。もしそうでない場合には、即ち、例えば医用機器のハウジングが高剛性
であって撓み難いものである場合には、必要とされる変形可能性を提供するための構造を
導入する必要があり、それには、例えば、装着部分と揺動部分とを関節式連結機構によっ
て連結するなどの方法を用いればよい。
【００１５】
　医用機器の装着部分の、その体表面とは反対側の面に、このアダプタ・デバイスのグリ
ップ部が取付けられており、このグリップ部によって、医用機器を人間工学的に優れた持
ち方でしっかりと保持して取り扱うことができるようになっている。このグリップ部は、
人間工学的に優れた設計のものであり、ここでいう人間工学的に優れた設計とは、医用機
器の粘着面を皮膚表面に良好に押し付けることができ、確実な粘着接続状態を得るために
必要な面圧を発生させることができることを意味している。
【００１６】
　１つの好適な実施の形態では、前記揺動機構が関節式連結機構として構成されており、
この関節式連結機構は、揺動変位した状態にロックすることができ、また、解除機構を介
して手動でそのロックを解除することができるものである。このようにすることで、アダ
プタ・デバイスを省スペースの形態で包装及び販売できるようにしている。医用機器を皮
膚表面に貼着する際には、その医用機器の揺動部分を揺動変位した位置にロックする。揺
動部分をこの揺動変位した位置から供用時の位置へ揺動させるには、手動の解除機構を作
動させるか、或いは、破断予定箇所を有する構成としてある場合には、揺動機構に限界モ
ーメントを超える大きさの揺動モーメントを手で作用させるようにする。
【００１７】
　１つの好適な実施の形態では、前記揺動機構が、装着部分と揺動部分との間に介装され
た関節式連結機構として構成されている。また、前記固定手段が破断予定箇所として構成
されており、限界モーメントを超える十分な大きさの揺動モーメントを手で作用させたな
らば、この破断予定箇所が、必要とされる揺動を許容するようにしてある。
【００１８】
　別の好適な実施の形態では、前記破断予定箇所が、手動で容易に連結状態を解除するこ
とのできる連結構造として構成され、これは例えば、揺動部分と装着部分との間を連結し
て延在する部材片またはブラケットとして構成される。
【００１９】
　別の好適な実施の形態では、前記関節式連結構造をロック状態に固定することができる
ように構成してあり、この関節式連結機構に所定限度を超えるモーメントを作用させるこ
とによって、そのロック状態が解除されて、適当な初期状態の位置から供用時の位置への
揺動が許容されるようにしてある。
【００２０】
　医用機器を皮膚表面に止着する処置を実行しているときには、グリップ部がアダプタ・
デバイスに接続されているため、小型のポンプでもしっかりと手で把持することができ、
針の穿刺を容易に行うことができる。
【００２１】
　医用機器をできるだけ薄型の形状にするために、医用機器を皮膚表面に貼着した後に、
その医用機器からグリップ部を除去できるようにしておくのがよく、例えば、グリップ部
を使用した後には、医用機器のハウジングからそのグリップ部を取外せるように構成して
おくとよい。
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【００２２】
　別の好適な実施の形態では、体表面に止着する医用機器はセンサ・デバイスであり、こ
のセンサ・デバイスは、生体組織に穿刺して挿入するセンサ素子を備えている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の様々な実施の形態について、更に詳細に説明して行
く。
【００２４】
　図１に示したのは本発明の１つの実施の形態に係るアダプタ・デバイス（１）であり、
このアダプタ・デバイスは医用機器（２ａ、２ｂ）に取付けられている。図示例における
医用機器は、皮膚表面に止着して使用するインシュリン・ポンプであり、このインシュリ
ン・ポンプにはカテーテル・ヘッドが一体的に装備されている。この医用機器の装着部分
（２ａ）には、その体表面とは反対側の面に、グリップ部（１ａ）が取付けられており、
患者はこのグリップ部（１ａ）を把持することで、人間工学的に優れた方式で装着部分を
しっかりと保持して、穿刺カニューラ（２ｅ）を身体組織に穿刺挿入することができる。
このアダプタ・デバイスによれば、揺動部分（２ｂ）を、皮膚表面に対して相対的に揺動
変位した状態にすることができるため、ユーザは穿刺部位を良好に視認することができ、
それゆえ、高い位置精度をもって医用機器を止着することができる。また、取扱性が良好
であり、揺動部分（２ｂ）を初期状態の位置に固定できるため、装着部分（２ａ）を皮膚
表面にしっかりと押し付けることができる。
【００２５】
　図２には、医薬品注入ポンプの装着部分（２ａ）が既に体表面に装着された状態を示し
た。この状態から、医薬品注入ポンプの揺動部分（２ｂ）を体表面に近付く方向に揺動さ
せることによって供用時の状態となり、そのように揺動させるには、手で力を加えて固定
手段（１ｂ）を破断させるようにすればよく、この実施の形態では、固定手段（１ｂ）は
破断予定箇所として形成されている。
【００２６】
　図３には、医薬品注入ポンプ及びアダプタ・デバイスの揺動部分が、揺動変位した位置
から供用時の位置へと降ろされた状態を示した。この状態では、医薬品注入ポンプの装着
部分（２ａ）及び揺動部分（２ｂ）は、いずれも体表面に接していて略々同一平面上にあ
り、粘着面によって皮膚表面に貼着されている。
【００２７】
　図４に示したのは医用機器であるインシュリン・ポンプの供用時の状態であり、アダプ
タ・デバイスは既にこのインシュリン・ポンプから除去されている。インシュリン・ポン
プの装着部分（２ａ）及び揺動部分（２ｂ）は、皮膚尿面の変形に応じて相対的に屈曲可
能な状態で接続されている。関節式連結機構には短い液体流路が組込まれており、この液
体流路によって、それら２つの部分が接続されている。
【００２８】
　図５に示したのは本発明の別の実施の形態に係るアダプタ・デバイスであり、この実施
の形態では、揺動機構（２ｃ）が医用機器に組込まれている。また、揺動部分と装着部分
との間に、破断予定箇所を有する固定手段（１ｂ）が設けられている。このアダプタ・デ
バイスは、ワンピース部品として構成することができ、図示例ではグリップ部（１ａ）だ
けで構成されており、このグリップ部（１ａ）は、装着部分の、その体表面とは反対側の
面に取付けられている。また、このアダプタ・デバイスには、揺動部分（２ｂ）に取付け
られる部分は含まれていない。
【００２９】
　図６に示したのは、医用機器の下面に貼着する粘着材（２ｄ）を、揺動部分（２ｂ）と
装着部分（２ａ）とで、個別の粘着材片とした実施の形態である。この医用機器は、揺動
部分と装着部分とを、揺動機構（２ｃ）によって関節式に連結した構造であり、皮膚表面
が平坦面でない場合にも確実に対応することができる。
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【００３０】
　図７に示したのは、医用機器の下面に貼着する粘着材（２ｄ）を、この医用機器の下面
の全域に亘って延在する１枚の粘着材片とした実施の形態である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の１つの実施の形態に係るアダプタ・デバイスを示した図である。
【図２】医薬品注入ポンプの装着部分が体表面に装着された状態を示した図である。
【図３】医薬品注入ポンプ及びアダプタ・デバイスの揺動部分が、揺動変位した位置から
供用時の位置へと降ろされた状態を示した図である。
【図４】医用機器であるインシュリン・ポンプの供用時の状態を示した図であり、アダプ
タ・デバイスは既にこのインシュリン・ポンプから除去されている。
【図５】本発明の別の実施の形態に係るアダプタ・デバイスを示した図であり、この実施
の形態では医用機器に揺動機構が組込まれている。
【図６】医用機器の下面に貼着する粘着材を、揺動部分と装着部分とで、個別の粘着材片
とした実施の形態を示した図である。
【図７】医用機器の下面に貼着する粘着材を、この医用機器の下面の全域に亘って延在す
る１枚の粘着材片とした実施の形態を示した図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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